
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
七
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤

務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


		2019-03-18T08:28:55+0900
	naraken.




